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転嫁拒否行為に対する対応実績（平成２６年１１月まで） 

 

公正取引委員会 

中 小 企 業 庁 

 

 平成 26 年 11 月までの公正取引委員会及び中小企業庁における転嫁拒否行為

に対する対応状況は下表のとおりである（勧告事件及び主な指導事例について

は，別添１及び別添２を参照）。 

 

     表１：転嫁拒否行為に対する対応状況（注１） 

調査着手 立入検査 指導（注２） 勧告（注３） 措置請求 

３，４６４件 １，７８３件
１，４４３件

≪７７件≫ 

１１件 

≪２件≫ 
３件 

（注１） 公正取引委員会及び中小企業庁の合算。また，平成 26 年 11 月までの累計（平成 25 年 10 月～平
成 26 年 11 月）。≪ ≫内の件数は，大規模小売事業者に対する指導又は勧告の件数で内数である。 

（注２） 転嫁拒否行為を行っていると回答した事業者に対する下請代金支払遅延等防止法に基づく中小企
業庁の指導を含む。 

（注３） 勧告は，公正取引委員会のみが行う。 
 

表２：勧告及び指導件数の内訳（業種別）（注４） 

業種 指導 勧告 合計 

建設業    ５３件  ０件    ５３件 

製造業   ５２６件  ０件   ５２６件 

運輸業(道路貨物運送業等)   １４８件  ０件   １４８件 

情報通信業   １３３件  ０件   １３３件 

卸売業   １４０件  １件   １４１件 

小売業   １５０件  ２件   １５２件 

不動産業    ２９件  １件    ３０件 

技術サービス業（広告・建

築設計業等） 
   ９９件  ０件    ９９件 

事業サービス業（ビルメン

テナンス業・警備業等） 
   ２５件  ０件    ２５件 

自動車整備業・機械等修理

業 
   １８件  ０件    １８件 

その他（注５）   １２２件  ７件   １２９件 

合 計 １，４４３件 １１件 １，４５４件 
（注４） 複数の業種にわたる事業者が勧告又は指導の対象となった場合は，当該事業者の主な業種を

１件として計上している。 
（注５） 「その他」は，医療福祉，旅行業，労働者派遣業等である。 

 
表３：勧告及び指導件数の内訳（行為類型別） 

行為類型 指導 勧告 合計 

減額    ２３件  ３件    ２６件 

買いたたき（注６） １，１４４件 １１件 １，１５５件 

役務利用・利益提供の要請    ６６件  ０件    ６６件 

本体価格での交渉の拒否   ２４０件  ０件   ２４０件 

合 計（注７） １，４７３件 １４件 １，４８７件 
（注６） 買いたたきの勧告及び指導件数には，平成 26 年３月 31 日以前に減額行為があり，同年４月

１日以降に違反のおそれがあるものを含む。 
（注７） 事業者の中には，複数の行為を行っている場合があり，表１及び表２に記載の件数とは一致

しない。 
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勧告事件（平成２６年１１月まで） 

 

 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

１ 

㈱ＪＲ東日本ステーションリ

テイリング 

（平成 26 年４月 23 日） 

駅構内等で食料品，衣料品等を販売

する㈱ＪＲ東日本ステーションリテイ

リングは，消費税率の引上げに伴う売

上高の減少を防止するため，納入業者

に対し，仕入価格を通常支払われる仕

入価格に比べ３％程度低く設定するこ

とになる販売促進企画への参加を要請

した。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

２ 
㈱三城 

（平成 26 年６月 12 日） 

メガネ等を販売する㈱三城は，消費

税率の引上げに対応するため，店舗の

賃貸人のうち，税込価格で賃料を契約

している賃貸人に対し，消費税率の引

上げ分を上乗せせずに賃料を据え置い

た。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

３ 

山形市（山形市立病院済生

館） 

（平成 26 年６月 17 日） 

山形市立病院済生館は，消費税率の

引上げに対応するため，医療材料の納

入価格を引き下げることとし，納入業

者に対し，平成 25 年度下期の納入価格

に一定率を乗じた額等を減じて算出し

た医療材料ごとの納入価格の目標値を

定めた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

４ 

一般社団法人東京都自転車商

防犯協力会 

（平成 26 年６月 26 日） 

東京都公安委員会が指定する自転車

の防犯登録を行う一般社団法人東京都

自転車商防犯協力会は，防犯登録業務

を委託している自転車販売店等に対し，

消費税率の引上げ分を上乗せせずに委

託手数料を据え置いた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

５ 

一般社団法人兵庫県自転車防

犯登録会 

（平成 26 年６月 26 日） 

兵庫県公安委員会が指定する自転車

の防犯登録を行う一般社団法人兵庫県

自転車防犯登録会は，消費税率の引上

げに伴う自らの経費の負担を回避する

ため，防犯登録業務を委託している自

転車販売店等に対し，消費税率の引上

げ前の額より更に低い委託手数料を定

めた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 
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 名称 

（勧告年月日） 
概要 

違反法条 

（違反行為類型） 

６ 
㈱ルネサンス 

（平成 26 年７月 24 日） 

スポーツ施設の運営等の事業を行う

㈱ルネサンスは，消費税率の引上げに

対応するため，スポーツ指導を行う個

人事業者に対し，免税事業者に該当す

ることを理由として，消費税率の引上

げ分を上乗せせずに業務委託料を据え

置く等した。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

７ 
産業機械健康保険組合 

（平成 26 年８月１日） 

健康保険給付事業及び保健・福祉事

業を行う産業機械健康保険組合は，健

康診断に関する委託契約を締結してい

る病院等に対し，消費税率の引上げ分

を上乗せせずに委託料金を据え置いた。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

８ 

～  

１０ 

野家グループ 

㈱野家資産管理サービス 

㈱北日本野家 

㈱中日本野家 

（平成 26 年９月 24 日） 

 

店舗等の賃貸借等の事業を行う㈱野

家資産管理サービス，外食業を行う㈱北

日本野家及び㈱中日本野家の３社

は，それぞれ，店舗所有者（賃貸人）の一

部に対し，賃料の消費税率の引上げ分を

減額し，又は賃料の消費税率の引上げ分

を上乗せせずに据え置いた。 

※中小企業庁長官からの措置請求案件 

第３条第１号前段

（減額）及び同号後

段（買いたたき） 

１１ 
山佐産業㈱ 

（平成 26年 10 月 22 日） 

パチンコホール等の遊技場にスロット

の販売等を行う山佐産業㈱は，スロット

の販売等の業務に関する業務委託契約を

締結している販売代理店に対し，消費税

率の引上げ分を上乗せせずに業務委託手

数料を据え置いて支払った。 

第３条第１号後段 

（買いたたき） 

 

 


